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教 育 委 員 会 定 例 会 
日 時：平成２９年２月１６日（木）午前９時３０分～午前１１時１５分 

場 所：教育センター ２０４会議室 

 

出席者：教育長 髙橋 正  教育委員 早藤義則、小松泰子、貴田太史、西山清和 

 

事務局及び出席者：冨士川課長、浮田図書館長、池谷美術館長、鈴木副課長、 

長田指導主事、植村非常勤指導主事 

 

議事録署名委員：貴田委員、西山委員 

 

※ 傍聴希望人  なし 

 

髙橋教育長 皆さん、おはようございます。お忙しい中ご参集いただきまして、ありがと

うございます。定刻になりましたので、始めさせていただきます。傍聴の申し出は、

今回はありませんでした。ただいまの出席者数は５名でございます。定足数に達して

おりますので、これより平成２９年湯河原町教育委員会２月定例会を開会いたします。

本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおりでございます。 

 会議の前に、西山委員が就任後初めての定例会ということで、一言ご挨拶をお願い 

いたします。 

西山委員 改めまして、西山  でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

髙橋教育長 それでは、会議録署名人の指名に入らせていただきます。会議録署名委員に

つきましては、会議規則第３５条の規定によりまして、貴田委員、西山委員の 2名を

指名させていただきます。よろしくお願いいたします。 

    

議事録の承認 

（１） 平成２９年１月教育委員会定例会議事録の承認について 

髙橋教育長 それでは、議事録の承認に入らせていただきます。（１）平成２９年１月教育

委員会定例会議事録の承認について、事務局から説明をお願いいたします。 

鈴木副課長 １月定例会議事録の訂正させていただいた箇所について、ご説明させていた

だきます。 

※ 訂正箇所の説明 

髙橋教育長 説明が終わりました。議事録につきまして、質疑等はございますでしょうか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 ないようでしたら、平成２９年１月教育委員会議事録につきまして、承認を

求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委員 全員異議なし 

髙橋教育長 それでは、平成２９年 1月教育委員会議事録については、承認されました。 

 

  案 件 

  （１）議決事項 

   議案第２２号 当初予算について 

髙橋教育長 続きまして、案件に入らせていただきます。（１）議決事項 議案第２２号 

当初予算について、事務局から説明をお願いいたします。 

鈴木副課長 議案第２２号をご覧ください。 

  （資料に基づいて、議案第２２号 当初予算について 説明） 

   ・平成２９年度主要事業等 

髙橋教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございますか。 

早藤委員 2点お聞きします。まず新規事業の東台福浦小学校創立３０周年記念事業の中

に、いまのご説明で美術鑑賞会というのが入ってきたかと思いますが、なぜ美術鑑賞

会がここに入るんでしょうか。 
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   それから、もう１点は親善都市子ども交流推進事業ですが、今年は三原市へ小学生

が派遣されるということで、前年４０人という人数に、非常に苦しい数字があったか

と思いますが、今年度はどのくらいの人数で予算化しているんでしょうか。 

髙橋教育長 それでは、1点目の東台福浦小学校の関係について、お願いいたします。 

鈴木副課長 早藤委員のご質問にお答えいたします。記載のない理由でございますが、こ

ちらは財政課で作成した資料をもとに作成してしまったので、記載が漏れてございま

すが、具体的にどのようなことをやるかと申し上げますと、３０周年記念式典、リー

フレットの印刷、体育館の暗幕を新しく購入する予定で、予算を計上してあるもので

ございます。それから、３０周年記念の芸術鑑賞会講師謝礼として１０万円を計上し

てございます。内容等はまだ決定していないかと思いますので、ここではご報告でき

ません。 

   以上でございます。 

早藤委員 美術鑑賞会って、先ほど言いませんでしたか。 

鈴木副課長 美術鑑賞会はあります。講師謝礼として１０万円だけ計上してございます。 

髙橋教育長 次に三原市の関係をお願いします。 

冨士川課長 三原市の派遣でございますが、２９年度におきましては、４０人を予定しお

ります。２７年度は４１人でございました。 

髙橋教育長 課長は知らないかも知れませんが、昨年・一昨年と、状況によっては４０人

ではなくて、３０人とか３５人にしようかということの検討もあったんです。これは

向こうに行って、向こうの人たちが来て、またこちらがというふうにやっていますか

ら、やはり同じ人が行った方がすごくいいことはいいんですよね。同じ人数でだいた

いやっていますから。 

早藤委員 前回のときに、４０人が大変だから、今後尐ない人数でも、どの程度まで減ら

せるかを確認しますという回答があったと記憶しております。本来、それをしてから

の予算組みでなければいけないと思います。それがただ単に、前年度４１人だったか

ら４０人ということではなくて、その確認をした結果なのかどうかということなんで

す。 

髙橋教育長 これは年度によって、だいぶ違うと思います。今後また募集状況によって、

相手がいることですから、こちらが４０人から３５人にして、三原市は市ですから、

人数的にかなり大きいところですので、一緒に交流しますので、その辺の調整がすご

く難しいところです。その辺がうまくいけば、募集状況によっては人数を減らすとい

うようなことは、考えていかなければいけないと思っております。 

早藤委員 それは回答が違うと思います。前回のときには、確かに私の記憶の中で、人数

を減らすことが可能かどうか確認しますということで、やはりそれはこちらの状況次

第になってしまうよりも、連をつくるのに、ミニマムで何人ぐらいでないというのを

確認してから、たとえば４０人いなければ、３５人でも OKしようということでもい

いと思うんですよ。後付けというのは、何かおかしいなと思います。 

髙橋教育長 ３５人でも可能なんですよ。だけども、お相手の方は４０人、４０人でずっ  

と来ていますから、できれば４０人集めて、こちらも同じ人数で行けるのが一番いい   

んでしょうけれども。だから、それはやはり年度によって、応募状況も違ってきます 

ので、最初から３５人にしてしまうというのも難しいのかなと思います。そういう傾  

向にあるので、今年はどういう結果になるかわからないんですけれども、状況によっ

ては３５人になる可能性もあります。 

いずれにしても、来年度の事前の調査をしていかないといけないですね。基本線と

して、予算の中では４０人で、それをキープして、状況によって、連が組める人数に

するかということでしょうね。 

去年などは苦労したんですが、貴田委員などにご協力いただいて、何とか４１人で

行けたんです。行けば、子どもたちは大満足なんですけど、その良さがわからないの

かなというのがあります。 

早藤委員 これは例年問題になる、「行き得」的なところが出てくるから、全額町負担で 

なくて、ある程度個人負担があってもいいと思います。そういうもので、同時に規制

をしていく、来たときの受け入れをするということ、その両方をきちんとやっていけ
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ば、継続性が出てくると思います。全額町負担ですから、行った方が得だよというの

になってしまっているところがあると思います。 

髙橋教育長 去年なども、そういう感じはしなかったですね。行くだけでなく、迎えると 

いうことについても。 

早藤委員 それはこちらから、すごく指導をしていくということで、していってくれてい 

たと思いますが。 

髙橋教育長 そういう雰囲気は、気にはしていましたが、なかったですね。 

早藤委員 でも現実に、行ったのに今度受け入れるときには、中学生になってしまった 

ら、部活があるからできないということが出てきていましたから。 

髙橋教育長 ただ、５年６年のスパンでやっていますから、５年で行った人は、６年で受 

けるというような形。ただ、なかなか祭りのときに参加するというのがあるんですけ

ど、去年なども来ていましたね。全部参加できなくても、何日かは来るとか。お互い

のメインの行事のときですので、なかなか両方にあるので、忙しいことは忙しいんで

すよね。 

  今回は予算の関係ですので、また状況などについてはご報告しながら、募集の関係も

かけていこうと思っております。そのときに、またご意見をいただければと思います。

来年は築城４５０年で、大きなイベントになると思います。他にございますか。 

小松委員 東台福浦小学校３０周年記念事業なんですが、私がＰＴＡ役員をやった経験で  

すが、湯河原小学校では１２０周年に向けて、その事業に使うお金として、ＰＴＡ会 

費の中から積み立てをしています。私はこういう記念事業というのは、ＰＴＡ会費を 

積み立てて行うものかと思っていました。各小中学校の記念事業のときは、町から予 

算が出ているんですか。 

髙橋教育長 両方じゃないでしょうか。たしか湯河原小学校でも、次の記念事業に向けて

いまやっていますよね。  

小松委員 割と大きい金額を積み立てていると思います。 

髙橋教育長 他にございますか。 

西山委員 子どもたちの読書活動の推進ということで、町もいろいろと後押しをして、い

ろいろな政策を立ててくださっていると思いますが、小中学校図書館司書配置事業の

９５万円というのは、実際には人件費なんですか。 

鈴木副課長 人件費でございます。 

西山委員 昨年度に比べると３％くらいのアップということで、いわゆる時給が上がると

いうことで、実際にこういう形で各校を回ってくださっている方、その方の働き方に

もよると思いますが、１人で 4校を賄うのは非常に大変だというのはわかりますので、

尐しはベースアップという面もあるかも知れません。 

   ただ、学校現場からしますと、1日でもこの方がいてくださると、非常にありがた

いと思います。２９年度はこういう形かも知れませんけれども、どうしても４校すべ

てに配置が難しいということで、こういう形でしばらく進むということでしたら、多

尐の時間延長ができるような形での予算措置を、これから考えていただきたいと思い

ます。 

髙橋教育長 これは総合教育会議にも諮らせていただきまして、その狙いとしては、やは

り予算を伴う内容ですので、教育委員会だけではできない部分がありますので、ご協

力いただきたいということで、出させていただきました。この３月議会に、その質問

が出ております。それについては、この前の総合教育会議でお話しされた内容をお答

えするようになっております。ご案内のとおり、お一人の方が実際にやっていて、勤

務体系としては５日間行っていますので、これ以上時間を増やすというのは、なかな

か難しいのかなという感じです。ですから、そういった要望があったり、また効果が

あるのであれば、増員をしていく方向で考えていくのがいいのかなと思っております。

それにはやはり、人材確保が必要になってくると思います。図書館の協議会などでも、

後押しをしていただけるようなご意見もいただいておりますので、今後その辺につい

ては詰めていかなければいけないと思っております。 

委員 質問、意見等なし 
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髙橋教育長 それでは、議案第２２号 当初予算については、原案のとおり可決されたと

いうことでよろしいでしょうか。 

委員 全員賛成 

髙橋教育長 今後の予定ですが、上程されまして、すでに議案は配られております。３月 

３日に予算審査特別委員会があり、３月８日の最終日にご審議いただくようになって

おります。その時点で確定ということになります。 

   

  議案第２３号 湯河原町育英奨学金条例施行規則の一部改正について 

髙橋教育長 次に議案第２３号 湯河原町育英奨学金条例施行規則の一部改正について、

提案理由の説明をお願いします。 

鈴木副課長 議案第２３号をお願いします。 

 （資料に基づいて、議案第２３号 湯河原町育英奨学金条例施行規則の一部改正につい

て 説明） 

  ・選考委員会の組織 第３条第２項 

髙橋教育長 代わりにどういう方になりますか。 

鈴木副課長 現在考えておりますのは、民生・児童委員協議会の方から、お一人推薦をい

ただこうと考えております。 

髙橋教育長 説明が終わりました。確かに、諮問機関としてここからできたことを、教育

委員会の中で決定するという機関ですので、この中で、特に制度改正後、教育委員会

を代表する教育長が入っているというのは、しかも委員長を務めているというのは、

二重であまり例がないので、この辺は改正させていただいた方がいいと思います。 

   何かご質問はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 それでは、質疑がないようですから、議案第２３号 湯河原町育英奨学金条

例施行規則の一部改正について、ご異議ございませんか。 

委員 全員賛成 

髙橋教育長 それでは、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  議案第２４号 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

髙橋教育長 次に議案第２４号 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について、事

務局から提案理由の説明をお願いします。 

鈴木副課長 議案第２４号をお願いします。 

  （資料に基づいて、議案第２４号 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱につい 

て 説明） 

  ・内科、歯科、耳鼻咽喉科、眼科、学校薬剤師 

髙橋教育長 説明が終わりました。何かご質問等はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 それでは、議案第２４号 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱につい

て、ご異議ございませんか。 

委員 全員賛成 

髙橋教育長 それでは、本案は原案のとおり可決されました。 

鈴木副課長 資料を配布させていただきます。 

(議案第２５号 配布) 

髙橋教育長 それでは、議案第２５号 湯河原町育英奨学金奨学生選考委員会委員の委嘱

についてを日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。 

委員 全員賛成 

髙橋教育長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２５号 湯河原町育英奨学金奨学生

選考委員会委員の委嘱についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定をいた

しました。 

  議案第２５号 湯河原町育英奨学金奨学生選考委員会委員の委嘱について 

髙橋教育長 それでは、議案第２５号について、提案理由の説明をお願いいたします。 
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鈴木副課長 議案第２５号をお願いします。 

  （資料に基づいて、議案第２５号 湯河原町育英奨学金奨学生選考委員会委員の委嘱

について 説明） 

  ・委員名簿 

髙橋教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございますか。 

早藤委員 関野委員さんは、民生・児童委員として、何年くらい在籍されている方ですか。 

鈴木副課長 何年かというのは、いまの時点で調べておりません。のちほど確認をして、

ご報告させていただきます。 

髙橋教育長 推薦をされているんですか。 

鈴木副課長 会長から推薦をされているものでございます。 

髙橋教育長 お答えにならなくて申し訳ありません。 

小松委員 いろいろな会議でお会いしますよ。 

西山委員 関野委員は、民生・児童委員を私と同じ年に受けましたので、5年経過してい

ると思います。 

早藤委員 推薦されてきているので、それでいいんですけれども、気を付けていただきた

いことがあります。民生・児童委員さんでも、年齢があまり若いと、お子さんがその

きょうだいなどもそこにかかってくるようなところに来る可能性があります。もちろ

ん守秘義務はあるにしても、やはりその辺は推薦する段階でも、かなり考慮の域を考

えていただきたいと思います。これは意見です。 

小松委員 中学生と高校生のお子さんがいらっしゃるのは知っております。 

早藤委員 そうすると、その情報が全部入ってしまうんですよね。 

髙橋教育長 守秘義務がありますからね。 

早藤委員 もちろんそうです。でも、配慮の中に入れておかないといけないということは

あると思います。 

髙橋教育長 それは非常に大事なことですので、今後考えていきたいと思います。 

早藤委員 本当にそう思います。 

髙橋教育長 他にございますか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 それでは、議案第２５号について、ご異議ございませんか。 

委員 全員賛成 

髙橋教育長 それでは、本案は原案のとおり可決されました。 

  

  （２）協議事項 

   協議第２０号（継続協議） 平成２９年度湯河原町教育委員会基本方針（案） 

について 

髙橋教育長 次に(２) 協議事項に入らせていただきます。協議第２０号 （継続協議） 平

成２９年度湯河原町教育委員会基本方針（案）について、事務局から説明をお願いい

たします。 

鈴木副課長 協議第２０号をお願いいたします。 

  （資料に基づいて、修正箇所の説明） 

髙橋教育長 修正箇所等の説明が終わりました。質疑はございますでしょうか。西山委員

は初めてですので、お気付きの点はございますか。 

西山委員 皆さんがご検討された部分だと思いますが、気が付いたところ、町の教育の根

幹に関わることですので、お尋ねしたいと思います。2ページの「確かな学力、豊か

な心、健やかな体を持った児童・生徒の生きる力の育成を図る」の部分です。実際に、

まず子どもたちに一番付けさせたいのは、生きる力だと思います。その生きる力を付

けるには、学力の部分、心の部分、体の部分、そういったものを持ち合わせた子ども

を育てていく、私はそういう意味に捉えたんですが、それでよろしいでしょうか。 

要は、生きる力を育んでいくためには、学力・心・体というものは不可欠であるよ

というふうに考えたんですが、それでいいですか。もし、そうであったならば、この

表記の部分は、ちょっとおかしいかなと思っています。育成を図るのは生きる力では
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なく、こういう子どもたちを育てるという意味で使われているんじゃないかと思いま

す。 

実際にはこの形がいいなと思っているのは、学校教育の８ページの部分で、「生きる

力を育むことを目指して、確かな学力・豊かな心・健やかな体を持った児童・生徒の

育成に努める」、これを１にうたえば、全部つながってくるのかなと思います。そのた

めには、確かな学力というのはこういうものですよと。豊かな心ということですよね。

いろいろ書いてありますけれども。 

そのために、こういう方針で、湯河原町の子どもたちの方に、学校現場なり関係機

関なり、これを基にした形で、様々な施策を立てていって、子どもたちの指導に当た

っていってくださいというような形が、これが方針かなと思っています。 

ですから、そうすると当然８ページの 1の部分との重なりがあると思うんですが、1

の部分で、生きる力を育むこと云々という部分を、そのまま頭に持ってきてしまえば、

8ページ冒頭に、同じように「確かな学力・豊かな心」というものがあるわけですが、

これはその下に持ってきてもいいと思いますが、そうすればつながるのかなと考えま

した。 

ですから、趣旨自体はこのとおりだと思いますが、この文言の表記の仕方を、尐し

順番をずらしてもらう、そのためには、ここにあるものをそのまま引用してもいいの

ではないかというのが、私が思ったところでございます。 

髙橋教育長 これを差し替えるということですか。 

西山委員 そうです。 

髙橋教育長 そういうご意見でございます。皆さん、いかがでしょうか。8ページで言う

と、1番のところに差し替えるということですよね。2ページも同じですよね。事務局、

どうですか。 

長田指導主事 西山委員のおっしゃったこと、ごもっともなご意見だなと感じながら伺っ

ておりました。一昨日公表されました、次期学習指導要領の素案等にも、生きる力と

いう文言は引き続き強調されていたと思いますけれども、西山委員のおっしゃるよう

に、「確かな学力・豊かな心・健やかな体」のバランスのとれた力が、生きる力の定義

となっています。 

   ですから、西山委員がおっしゃったのは、生きる力を育むことが教育の一義的な目

標である、そのための土台として、３つの力があるだろうと。なので、まず第一義的

な目標を先に挙げた方が、文章としてとおりがいいんじゃないかというふうに、私は

受け止めました。 

   いまここに記載されているのは、まずは 3つの土台となるものを育てた上で、こう

いうところを目指すよと書いてあるんだと思うんです。そして、そこの文章の記載を

統一した方がいいというふうに私は捉えたんですけれども、要はこちらにいらっしゃ

る皆さんが、どちらをメッセージとして最初に打ち出した方が、この委員会の方針と

して、より適切なのかという視点で議論していただければ、その答えが自ずと出るの

ではないかと思いました。それは湯河原町の現状を踏まえてということです。 

髙橋教育長 そういうご提案がありますが、いかがでしょうか。 

貴田委員 西山委員がおっしゃったご意見も、非常に理解できるんですけれども、私の解

釈は尐し違っております。この「確かな学力・豊かな心・健やかな体」という三本柱

があって、それらを総称して生きる力という表現をしているのではないかと思ってお

ります。生きる力というものを基本方針、大前提というものにすると、私の解釈なの

かも知れませんが、じゃあ湯河原の子どもは、生きる力が尐し低いのかという、そこ

からなのかという捉え方もしてしまうと思っております。長田先生がおっしゃったよ

うに、それらのバランスをもって、生きる力と定義されているというのはわかるんで

すけれども、たとえば、健やかな体、とにかく体は健康であるというものが子どもに

あってもいいと思っています。この 3つすべてが身に付くことはいいと思いますけれ

ども、個々にそれぞれ伸ばしてあげても、子どもたちにとってはいいのではないかと

考えております。 

髙橋教育長 そうしますと、どういう表現がいいでしょうか。 

貴田委員 現行のままの表現でいいと思います。 
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西山委員 たぶん同じ意見だと思います。もし、いまの形でつくるとしたら、こんな文言

を考えてきました。「確かな学力・豊かな心・健やかな体の習得を通して、児童・生徒

の生きる力を育むことを目指す」というような形で、私なりに考えたのが第二案的な

ものです。 

髙橋教育長 その方がはっきりしますね。 

西山委員 持っている子もいるけれども、持たせたいわけですよね。それから、生きる力

自体は、人によっていろいろと解釈の仕方も変わっていると思いますが、現在の生き

ている子どもたち、これからの将来を生き抜くための子どもたち、そういった未来へ

向けての力というのも、生きる力というものには密接に絡んでいるというか、いまも

大事ですけれども、もっともっとこれからのことが大事なことになるかも知れないよ

といったときに、様々ないろいろな場面にぶつかったときに、全部自分だけではでき

ないけれども、自分なりに解決方法をいろいろと見出して、結論を出して、それに伴

って動いていける、それが生きる力・生き抜く力につながっていくのかなと、私はそ

う理解しております。 

   貴田委員の上げ足を取るわけではないですが、湯河原の子どもたちに生きる力がな

いのかと、そんなことは絶対に思っておりません。それぞれのポジションで活動して

いる子もいます。でも、いまのままではいけないのではないかと思いますので、これ

からは将来を自分の力で切り開いていけるような、そういった礎になるようなものを、

学校教育・社会教育を通じた中で、我々がそういう力を養ってあげられたらなという

思いを持っております。 

髙橋教育長 そういうご提案ですが、いかがでしょうか。 

早藤委員 では、たとえばこの中で、「健やかな体」を最初に持ってくることができるかと

言えば、できないですよね。豊かな心を最初に持ってきて、確かな学力を最後に持っ

ていくこともできない。つまり、子どもを育てる中で、まず健康であってほしい、心

もまず健康であってほしい、学力なんて最後でいいよというのが親の本音だと思いま

す。 

   何しろ生きる力、確かにそうなんですけれども、じゃあ生きる力って学校で養って

もらうものなのか。家庭じゃないのかと言われれば、そうなる。町の教育基本方針と

して、学校教育の中にこれを持ってくるということは、やはり確かな学力というもの

を最初に持ってくるというのは必要なことで、湯河原の全国学力調査にしても、数字

的に悪いこともあるし、これはこのままでいいと思います。 

   つまり、８ページで生きる力を育むことを目指すということをうたっているんだか

ら、そこで別に順番を変えようが、この文言を生かすことも、決しておかしなもので

はない。つまり、どれも大事なことだという皆さんのご意見のとおりだと思いますし、

順番というものは本来ないもので、全部一緒のものだと。 

   ただ、やはり最終的には、生きる力という包括されたもので考えるんだということ

だけをわかっていればいいことで、これは文言がどう動こうが、この文章はおかしく

はない。西山委員がおっしゃったような文言もおかしくない。 

   事務的にどうのこうのよりも、あまり枝葉末節にこだわったものでなくても、この

趣旨がきちんと伝わって、この基本方針があって、あとはこれを各学校が、これから

それぞれの学校の方針を基本にしてやっていくというものです。もちろん、毎年これ

を改訂することで、よりいいものをつくっていこうということで、また時代に合わせ

たものもできていくということもありますから、あまりこだわる部分というか、意味

をはき違えられることがなければ、ある程度いいのかなという気がします。 

髙橋教育長 確かにこの文面ですと、誤解を招くというか、文面が通じない部分もあるか

なという気がしないでもないんですが、いかがでしょうか。 

小松委員 私はその文言を入れた方が、文章的にはわかりやすいように思います。 

髙橋教育長 それでは、この部分の修正についてはいかがいたしましょうか。冒頭の学校

教育の一番重要な部分でございますので、西山委員のご提案は、この 3つの要素の習

得を通して、児童・生徒の生きる力の育成を図りますということですよね。 

西山委員 そうですね。 

髙橋教育長 いかがでしょうか。早藤委員はこのままでいいということですよね。 
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早藤委員 そうです。 

髙橋教育長 小松委員はいかがですか。 

小松委員 私は直した方がいいと思います。 

髙橋教育長 貴田委員はいかがですか。 

貴田委員 表現の問題であるならば、直していただいていいと思います。 

髙橋教育長 それでは、この件につきましては、西山委員のご提案のとおり修正させてい

ただいてよろしいでしょうか。他に何かございますか。 

長田指導主事 事務局から 1点、ご提案させていただきたい件がございます。8ページの 1

（１）ア（９）のところでございます。「主体的、対話的で深い学び（アクティブラー

ニングの視点からの学習過程の改善）ということで、これまではアクティブラーニン

グという言葉が、かなりマスコミ等を通じて流れていたものでございますが、一昨日、

文部科学省から公表された学習指導案の素案の中に、アクティブラーニングという言

葉は一切ございません。報道等によりますと、文部科学省としては、定義が明確でな

いアクティブラーニングというカタカナ表記を、法律に従事している学習指導要領に

記載できないという説明がありましたけれども、ここにアクティブラーニングを入れ

ると、あくまでも主体的・対話的で深い学びの手法の 1つであるものが、あたかもイ

コールのように捉えられてしまう誤解を生じてしまう恐れがあると、私は感じました。 

   したがって、あえてここにアクティブラーニングという明記をせずに、主体的・対

話的で深い学びの視点をもとに、学校の先生方が授業改善に向かうということを、こ

こではメッセージとしてお伝えする方が、先生方が「アクティブラーニングをやれば

いいんだ」という誤解を生じる危険性が減ると思いますので、そのようなご提案をさ

せていただきたいと思います。ご協議をよろしくお願いいたします。 

髙橋教育長 一昨日公表されました、その中でそういった見解が出ております。これは法

令に準ずるような指導要領ですので、それにあわせて、この部分は消去することでい

かがでしょうか。 

早藤委員 ２０ページの改訂された部分、カ 親善提携都市等との交流なんですが、いま

エのところに新しく加えましたけど、これがアに入る。まずこれがあって、上にある

ものが出てくる。そうしないと、順番のことですけど、これはおかしくなってきます。

そこは変えた方がいいと思います。 

髙橋教育長 内容はよろしいですか。 

早藤委員 内容はいいと思います。たぶん、次のことを見据えてのことだと思います。 

髙橋教育長 ご承知かと思いますが、今回の議案の中にも、姉妹都市提携についての議案

が入っておりまして、広がりを見せていくのかなという中で、教育委員会としても、

それについて何らかの考え方を持って対応していくのかなと思いまして、急遽追加と

いう形になってしまいました。これはアということでよろしいでしょうか。 

   何回も出ておりますが、予算関係は 3月の最終の審議を得ての決定となりますので、

その部分については案ということになります。他にございますか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 それでは、協議第２０号について、お諮りさせていただきます。平成２９年

度湯河原町教育委員会基本方針につきましては、修正のもとでご異議ございますか。 

委員 全員賛成 

髙橋教育長 それでは、このとおりに決定いたしました。なお、案をとっていただくとい

うことと、一部予算の関係があります。これにつきましては、速やかに校長会にもご

報告させていただいて、今後の学校方針にも生かしていただくということになります。 

   また、これについては議会関係にも報告をしておりますので、２月２４日の総務文

教・福祉常任委員会にご報告をさせていただきます。 

   

協議第１７号（継続協議） 

髙橋教育長 続きまして、これも継続協議になっております、協議第１７号 第三次湯河

原町子ども読書活動推進計画（案）について、説明をお願いいたします。 

浮田図書館長 協議第１７号をお願いします。 

  （資料に基づいて、協議第１７号 説明） 
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髙橋教育長 説明が終わりました。これも何回か継続協議を重ねたものでございますし、

総合教育会議にもお諮りさせていただきました。総合教育会議では、西山委員から教

育現場ならではのご意見をいただきました。非常によかったと思っております。 

   何かご質問はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 これより、協議第１７号についてお諮りいたします。原案にご異議ございま

せんか。 

委員 全員賛成 

髙橋教育長 それでは、協議第１７号については決定されました。前書きの部分について

は、きょう持ってきていますか。お配りして、見ていただいた方がいいんじゃないで

すか。 

浮田図書館長 それでは、コビーをしまして、配布させていただきます。 

髙橋教育長 今後の予定はどうなっていますか。 

浮田図書館長 2月２４日に総務文教・福祉常任委員会でご報告したあと、2月下旪にパ

ブリックコメントの結果を、ホームページや町立図書館で掲示する予定です。そして、

３月の図書館協議会で報告し、3月下旪に公表、それから冊子の配布となります。 

 

  協議第 2４号 教育委員の充て職等の状況について 

髙橋教育長 次に協議第２４号 教育委員の充て職等の状況について、説明をお願いいた

します。 

鈴木副課長 協議第２４号をお願いします。 

  (資料に基づいて、協議第２４号 説明) 

  ・充て職の一覧表 

髙橋教育長 説明が終わりました。3つの委員についてご推薦をいただくということです

が、町民大学につきましては、石井委員が委員として就任されておりました。その際

に、後任については早藤委員にお願いしたい旨、私が承っておりますので、早藤委員

いかがでございましょうか。 

早藤委員 皆さんがよろしければ、謹んで受けさせていただきたいと思います。 

髙橋教育長 皆さん、よろしいでしょうか。 

委員 全員賛成 

髙橋教育長 それでは、町民大学運営委員会委員につきましては、早藤委員に引き継ぎを

よろしくお願いいたします。 

   それでは、総合計画審議会、民生委員推薦会について、また、その他の委員の構成

につきましても、再検討があろうかと思います。総合計画審議会につきましては、引

き続き西山委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

西山委員 皆さんがよろしければ。 

髙橋教育長 皆さん、よろしいですか。 

委員 全員賛成 

髙橋教育長 それでは、西山委員にお願いいたします。民生委員推薦会についてはどうな

んでしょうか。 

早藤委員 委員が４人いる中で、町内、あるいは対外的な部分のいろいろな充て職に対し

て、できるだけ同じくらいの量を受けていただくのがいいと思います。いま私は、指

定管理者選定委員とかチャレンジデー実行委員がありますから、この辺もできれば、

他の方々にやっていただければ、より均等になるのでいいと思います。要するに、教

育委員全体の意見というものも、そういう会で表すことができるんじゃないかなと思

います。 

髙橋教育長 確かに、そういうことは必要だと思います。いかがでしょうか。 

貴田委員 確かに充て職の状況を見ますと、私の負担が尐なくなっておりまして、大変申

し訳なく思っております。たとえば、民生委員さんを推薦するというようなことは、

私自身のスキルではなかなかできないのではないかと考えております。負担を軽くす

るというか、スキルにマッチするというわけではありませんが、できれば、早藤委員
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がやっていらっしゃるチャレンジデー実行委員などを私に回していただければ、あり

がたいなと思います。 

早藤委員 では、まずチャレンジデー実行委員の変更をお願いいたします。 

髙橋教育長 それでは、チャレンジデー実行委員については、貴田委員にお願いいたしま

す。小松委員は何かございますか。 

小松委員 西湘地区教育委員連合会です。ベテランの方に囲まれて、とても肩身の狭い思

いをしております。 

髙橋教育長 主に教育委員長さんのようですが、新制度になって、だんだん変わってきて

いるんじゃないですか。 

小松委員 ベテランの方が多いのには変わらないです。 

髙橋教育長 では西山委員ですか。 

小松委員 ぜひお願いできれば。 

早藤委員 でも、西山委員だと、それこそもっと負担が大きくなると思います。それは西

山委員以上ベテランの人たちですから。 

髙橋教育長 早藤委員、どなたがいいと思いますか。 

早藤委員 大変でしょうけど、小松委員にこのままやっていただいた方がいいと思います。 

小松委員 わかりました。 

早藤委員 それから、指定管理者選定委員についても、貴田委員か西山委員にお願いでき

たらと思います。 

髙橋教育長 これは定期的なものではないですね。 

早藤委員 いくつか指定管理はありますが、それこそ 4年とか 5年に 1回です。 

髙橋教育長 貴田委員、いかがでしょうか。 

貴田委員 それでは、指定管理者選定委員もやらせていただきます。 

髙橋教育長 それでは、チャレンジデー実行委員と指定管理者選定委員をよろしくお願い

いたします。総合計画審議会も毎年ではないですよね。 

小松委員 5年に 1回くらいですね。 

髙橋教育長 その際はいろいろありますけどね。それから、男女共同参画懇話会とか子ど

も・子育て会議はよろしいですか。 

小松委員 年に二、三回ですから、大丈夫です。 

髙橋教育長 民生委員推薦会がありますが、西山委員は厳しいですね。 

小松委員 会議はどのくらい開催されるんですか。 

鈴木副課長 改正のときだけですので、ほとんどありません。 

髙橋教育長 提案された方を審議するわけですね。 

鈴木副課長 はい。 

西山委員 辞めたい民生委員さんがあると、区長さんが中心になって動いてくださいます。 

小松委員 後任が上がってくるんですね。 

髙橋教育長 それを承認するという話ですね。 

早藤委員 貴田委員、そこに入ってください。 

西山委員 貴田委員が出向いて、いかがでしょうかと戸別訪問するような心配はありませ

ん。 

髙橋教育長 安心して、ご参加いただけると思います。これは 3年に 1回でしたか。途中

で何かありますか。 

西山委員 そうです。私も年度途中ですが、ありません。 

髙橋教育長 それでは、総合計画審議会委員を西山委員に、町民大学運営委員を早藤委員

に、早藤委員の代わりにチャレンジデー実行委員と指定管理者選定委員、それから民

生委員推薦会を貴田委員にお願いします。 

 

  協議第２５号 湯河原町教育委員会後援等申請について 

髙橋教育長 次に協議第２５号 湯河原町教育委員会後援等申請について、説明をお願い

いたします。 

鈴木副課長 協議第２５号をお願いします。 

  (資料に基づいて、協議第２５号 湯河原町教育委員会後援等申請について 説明) 
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  ・事業の名称、目的、期間、開催場所等 

髙橋教育長 説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 それでは、協議第２５号についてお諮りいたします。承認という形でよろし

いでしょうか。 

委員 全員異議なし 

髙橋教育長 それでは、後援することに承認いたしました。 

 

 

  （３) 報告事項 

    ① 平成２８年度平松礼二先生による課外授業報告について 

髙橋教育長 次に（３) 報告事項に入らせていただきます。① 平成２８年度平松礼二

先生による課外授業報告について、説明をお願いいたします。 

池谷美術館長 資料１をお願いします。 

  (資料に基づいて、平成２８年度平松礼二先生による課外授業報告について 説明) 

・吉浜小学校 6年生８４人 

・実技と講演 

髙橋教育長 説明が終わりました。これは 3回目ですね。来年は何をやるか聞いています

か。 

池谷美術館長 小学校を一回りしました。来年はアトリエの公開授業等がありますので、

先生とご相談したいと思います。 

髙橋教育長 中学校でやるという話は出ていますか。 

池谷美術館長 一応お話はしてありますが、学校の方として、どうしても全員にするとい

うことが難しいので、全体的な講演会のようなものになってしまうのではないかとい

うことです。先生ご自身は、小学生を対象にということが最初にありましたので、中

学校については希望を聞きながら検討していきたいと思います。 

髙橋教育長 先生からのメッセージは、一人一人違うんですよね。 

池谷美術館長 子どもたち一人一人に、名前とそれぞれ違うメッセージを書いてください

ます。 

小松委員 それは先生のご厚意ですか。 

池谷美術館長 そうです。最後に、お手元に平松礼二先生の寄贈作品の図録をお配りして

あります。ご参考にしていただければと思います。 

髙橋教育長 館長のデザインですか。 

池谷美術館長 私の監修でやらせていただきました。 

髙橋教育長 英語表記は入っていますか。 

池谷美術館長 作品名には、すべて英語表記を入れました。 

髙橋教育長 解説も必要ですね。 

池谷美術館長 今回はこういう形でやらせていただきましたが、今後は考えたいと思いま

す。 

早藤委員 これは有料で売らないんですか。 

池谷美術館長 有料で販売します。 

早藤委員 値段が付いていないですね。 

池谷美術館長 消費税の関係や値段が決まっておりませんでした。１，０００円でショッ

プで売らせていただきます。 

髙橋教育長 コミュニティサービスです。それから、明日から梅サミットがあり、土曜日

に平松先生に美術館で講師としてご講演いただきます。そのときにご購入いただきま

した。 

池谷美術館長 先日から、お店に出しております。 

早藤委員 こういうものがほしかったんです。平松礼二先生のものもそうですが、美術館

の所蔵品も全部やれるといいですね。 

池谷美術館長 いずれ、まとめてやりたいと思います。 

髙橋教育長 収蔵品の一部のものはご存知ですか。 
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早藤委員 あるんですか。 

髙橋教育長 あるんですよ。それも１，０００円ですか。 

池谷美術館長 ８５０円です。今度お持ちします。 

髙橋教育長 喜雀とか。 

池谷美術館長 銘品図録ということで、もうだいぶ前につくりました。 

髙橋教育長 これより小さめですよね。 

池谷美術館長 一回り小さいです。 

髙橋教育長 おみやげに買って、記念品になります。 

早藤委員 美術館に好きで行く人は、ほしいですよね。 

髙橋教育長 ああいうものは売れるんじゃないかなと思うんですが、売れないんですか。 

池谷美術館長 そうです。デザインが悪かったのかなと。 

髙橋教育長 入口のところに置くとか。 

小松委員 美術館以外で、他の場所で売ることはできないんですか。 

池谷美術館長 それは構わないと思います。 

小松委員 高級旅館とかだったら、買ってくれるんじゃないかと思います。 

髙橋教育長 ついでに足を運んでいただければ。喜雀の関係もお話したらどうですか。 

池谷美術館長 聞いたところ、まだ確定ではないようです。当館の作品をいろいろなとこ

ろで使っていただいているんですが、大手の業者さんから作品を使いたいという申し

出があり、結構大きく宣伝してくださいました。 

髙橋教育長 そういう企画が成立しますと、湯河原美術館にあるということになりますか

ら。 

池谷美術館長 宣伝していただけるかなと思います。美術館によっては、お金をとったり、

作品を使うことを渋ったりするところもあるらしいですが、湯河原の場合は宣伝にな

れば、ありがたいと思っております。 

髙橋教育長 他にございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

    ② 平成２９年度学童保育所入所児童申し込み状況について 

髙橋教育長 次に② 平成２９年度学童保育所入所児童申し込み状況について、説明をお

願いいたします。 

冨士川課長 資料２をお願いします。 

  (資料に基づいて、平成２９年度学童保育所入所児童申し込み状況について 説明) 

    ・３小学校計 ２０１名（定員１９５名） 

髙橋教育長  説明がありました。面積からいくと拡充できるんですけれども、支援員がこ

こで定年退職される方もいらっしゃいまして、ホームページ等で募集しておりますが、

お心当たりの方がいらっしゃいましたら、ご紹介いただければと思います。 

冨士川課長 なかなかやってくださる方がいないんです。時間帯が午後から夕方 6時まで。

夏休みは毎日、朝８時から夕方 6時台までですから。 

髙橋教育長 毎日来ていただかなくてもいいんですから。 

冨士川課長 交互でやっていただけるように、ローテーションのシフトは組むんです。職

安にも募集をかけておりますし、町のホームページや広報誌、地方紙、職員の家族を

通してどなたかいないかと、庁内でメールも流しておりますが、ここで 4人退職され

るのに対して、1人の応募しかありません。支援員さんのローテーションに苦慮して

おります。4月以降、苦慮すると思います。 

小松委員 大学生などは。 

髙橋教育長 大学生などもいいんですけど、期間的なものがあり、毎日というのはなかな

か来られないんです。 

早藤委員 定年というのは何歳ですか。 

髙橋教育長 ６５歳です。町の基準で決まっております。他にございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

   ③ 平成２９年度（第６１回）湯河原町民大学について 
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髙橋教育長 次に③ 平成２９年度（第６１回）湯河原町民大学について、説明をお願い

いたします。 

冨士川課長 資料３をお願いします。 

  (資料に基づいて、平成２９年度（第６１回）湯河原町民大学について 説明) 

  ・全１２回  定員２００名 町内在住・在勤の方 

髙橋教育長 説明が終わりました。月尾先生については、平松先生のご紹介です。何かご

質問はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

   ④ ２０１７湯河原温泉オレンジマラソン参加申込数について 

髙橋教育長 次に④ ２０１７湯河原温泉オレンジマラソン参加申込数について、説明をお

願いいたします。 

冨士川課長 資料４をお願いします。 

  (資料に基づいて、２０１７湯河原温泉オレンジマラソン参加申込数について 説明) 

    ・2月１３日現在 ３，１３４名 

髙橋教育長 説明が終わりました。またご案内させていただきます。 

 

  （４) その他 

髙橋教育長 平松礼二寄贈作品集配布については、先ほど終わりました。次に下郡教育委

員会協議会日程について、説明をお願いいたします。 

鈴木副課長 口頭でご案内させていただきます。下郡の教育委員会協議会の開催について

でございますが、平成２９年３月１５日（水）午後３時３０分より、湯河原町教育セ

ンター2階２０４会議室で開催させていただきます。ご出席は早藤委員のみですが、

その後、懇親会を開催したいと考えております。そちらにつきましては、委員の皆様

のご出席もお願いしたいと考えておりますので、懇親会の会場・時間等が決まりまし

たら、ご連絡をさせていただきます。その際に、出欠席のご回答をお願いいたします。 

髙橋教育長 よろしくご予定のほどお願いいたします。早藤委員は協議会の会長でござい

ますので、議案等につきましては、参事から事前のお打ち合わせをさせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

   それでは、その他、委員の方から何かございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

  次回開催日程 

髙橋教育長 それでは、次回開催日程についてでございますが、３月定例会につきまして

は、３月２７日（月）午後１時３０分から、教育センター２０４会議室で開催いたし

ます。４月の予定でございますが、事務局としては、１９日（水）か２０日（木）の

どちらかと考えておりますが、いかがでしょうか。 

早藤委員 できましたら、１９日でお願いします。 

髙橋教育長 それでは、４月１９日（水）午前９時３０分より、同会場にて開催させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

   それでは、これにて閉会いたします。 
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